農地法第３条の規定による許可申請書 添付書類 
 
連絡先  ℡                        （氏名　　　　　　　　） 
 
申請者  譲受人(権利取得者)                           　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
 
        譲渡人(土地所有者)                        取扱者(代理人　　　　　　　　　)                    

＊譲受人が町外の方の場合は（　）内の部数が必要です。  
	１
	申請書　 ※指定様式
	別添を含め5枚1組
	3部（4部）

	２
	土地登記簿謄本
	申請地のみ（坂戸法務局で取得）
	1部（2部）

	３
	公図
	申請地のみ・申請地にマーク 
（坂戸法務局で取得）
	1部（2部）

	４
	案内図
	住宅地図・申請地にマーク（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等で取得）
	1部（2部）

	５
	本人確認書類
	譲受人・譲渡人 両者の分
	1部（2部）

	６
	経営計画書
	2枚1組・譲受人の計画
	1部（2部）

	７
	委任状
	第3者に委任する場合のみ必要
	1部（2部）

	８
	土地家屋償却資産課税台帳（名寄帳）
	所有農地がある譲受人のみ・農地の状況確認のため（税務会計課で取得）
	1部（1部）



＊ 主な審査基準
（1） 全部効率利用要件…申請者またはその世帯員等が保有しているすべての農地を効率的に耕作すること。
（2） 農作業常時従事要件…申請者またはその世帯員等が農作業に常時従事すること。 
（3） 地域との調和要件…取得した農地の周辺の農地利用に悪影響を与えないこと。 
（4） 法人に対する要件…法人が農地を取得する場合は、農地所有適格法人の要件を満たす必要があります。
＊本人確認書類 
【本人申請の場合】次のいずれかの書類を提示
〇1点でよいもの
運転免許証、運転経歴証明書、個人番号カード、旅券、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
在留カード又は特別永住者証明書等
〇2点必要なもの 
 　年金手帳又は在学証明書等 
【代理人申請や郵送申請等の場合】次のうちいずれか2点の写しを添付
運転免許証、運転経歴証明書、個人番号カード、旅券、在留カード、
特別永住者証明書、年金手帳又は在学証明書等
